
鵈、式第４ｇ （第２条 ・第３条関Ｓ）

大崎ｍｆＢ束　靖！Ｍ、ほ

（ふ りがな）

給　性別　 タ３ ・ｌな生年１日

者
職業

昭和
●

平成

児童手肖

ア． 被用者

イ． ぬ務員
ウ． 被用者等でない者

増額 こ廴 は減 額の・

（表面）

額改定認定請求書
額　 改　 定　 ｉｌ

住所
（法人の圭た る事務

所の所在 地）

ｊＥＩ；名

提出 年‘ Ｊ１　日

令１１　　 ・　　・

干　　　－

電話

ア． １９Ｅｌｋ年きｆｉゆ

※

令和

奈な下のｊｔ；済組合の組合員である場合

加み ！．・万 りる．は ｌｉＳ内 にＯ をＥ大し てく ださ い．
む的年金制度

の耙別
Ｏ　 私立学校教職員共済

Ｏ　 国家む務只４済

Ｏ　 地方む務員等共済

増　額　　・

増　額　 又　 は　 減　額　の　 原　 因　 と　 な　 る　 児　童

続柄 生年 月日

成
和
　
　

成
和

年
令
　
　

平
令

回居 ．　 海夕１｀留学をし
別居の別 て；ａ皐ｊｌの

回・ 別　 令和　 年　 ＪＩ

回・ 別令れ１　 年ｙｘ

・　　 同・ 別令和　 年ＪＩ

額　の　 原　因　 と　 な　 る　児

住所
監護の
有無

減　額

認　Ｊ１日

）

イ． 国民年金

ウ． その他

（　　　）

生計　※Ｒ童とのＭＳ
関ｉ　　で、 該当する係　 場合に○目］

・同一‘ 未成年後Ｍ人
有・ 無　　　”　　 ・又４指定者

゜維持　 ・回ｇ又４

・同一‘ 未成年後見人
有・ 無　　　　　　 ・又 ｌｌ指定者

゜維持　 ・回ｇ又１１

有・無

の兄 姉等

・回一‘ 未成年後見人
・６ ：詔賢者

（１ ８歳に達する 日な後の最初の３ Ｊ≡ｊ３ １日 を経ａした後２２歳に達する日 ＪＩ後の最初の３ Ｊ≡１３ １日 までの間にあ る者）

ＪＥＵ５ 続柄　 生年 大１日

平
成

増　額　 し　 た　 ＪＩ　由

ア． 死亡 した

イ． 監護 しな くな った

同居 。　 ４夕ｌ゛ｌｗ学をし
別居の別 て；ａｌ皐ｊｌの

回・ ・　 令加　 年ｙ。１

ア． 出生

イ． その他（

ウ． 生計を同 じく しな くなった
エ． 生計を維持しなく なった

減額 した ミ由 オ． 日本ＳＭこ住所を４ｉ しな くなった
（留学を１１ ＦｊＥＩ とす るも のを除く）

ヵ． 未成年後見人でな くなった
キ． 児童の兄姉等を監護相苞の世話をし なく なった

事　 由　 の　 発　 生　 し　 た　 年　 Ｊ１　日

備
　
考

※認 定・
改定・
却下

住所

お・ 無　 有・無

）
ク． 児童の兄姉等の生計費の負ｍを しな くな った
ケ． 又４指定者でなく なった

（児童の生計を維１ぷする又４等のｇ国）
コ． ・童自ｔ生活援助を受け、 ＩＲ親等に委託さ れ、 又は児童福祉施
ａ等に入所若 しく は入院するにｊｉ つた

サ． 児童と同居しなく なった
（皐身ｔ任の４合をほ く）

シ． その 他（

令和

※ａ定・ 改定・
却下年Ｊ≡１日

令和　 ・　・

奈認定・ 改定
年Ｊミ１

奈手当夕ｌ額

３歳未満夕

令れ１　 ・　 ・　 ３歳な上ヵ
計

ｏ
Ｏ
Ｏ

裏面の注意を よく 読んでか ら兄入し てく ださ い。
奈印の欄は、 記入 しないで くだ さい。
すは、楷書（かいしよ ）ではっきり書いてく ださい。

円
円
円

（日本産業蒐格Ａ列４ 番）



注意
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備考

１．

２．

（裏面）

必要があ ると きは、所要の変更又は調整を加 える こと がで きる。
受給資格者に周知する ことによ り、 注意事項を省略するこ とができる。
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０
の
面
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⑨
ｅ

の
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」の

する ものを○で囲んでください。「ウ」

回心？黠肘、感“６
年後見人Ｘは又ｊｌｍ定者であ るｊＳ合で、 受ｇｔ者が

の！Ｍｌｉｔの生計を維持している ときに○で囲んでく

肖の有無」の翻は、回護に相当する 日常生活上の世Ｍ

ぷ膣詼箭躱も）ｍＷｍ匹

の！ａｉｌと ｉりｇしてい る場合は、受給者のそのＲｉｌ にヌすする養育の状Ｒ


